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規 則

北海道議会議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正す
る規則をここに公布する。
平成２０年１１月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第１０２号

北海道議会議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改
正する規則

北海道議会議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則（昭和４２年北海
道規則第１６３号）の一部を次のように改正する。
第１条の３に次の１号を加える。
� 負傷、疾病又は老齢により２週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある
配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以
下この号において同じ。）、子、父母、配偶者の父母及び職員と同居している次に掲げ
る者の介護（継続的に又は反復して行われるものに限る。）
ア 孫、祖父母及び兄弟姉妹
イ 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶
者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者
附 則

１ この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北海道議会議員その他非常
勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則（以下「改正後の規則」という。）の規定
は、平成２０年４月１日から適用する。
２ 改正後の規則第１条の３の規定は、平成２０年４月１日以後に発生した事故に起因する通
勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害について
は、なお従前の例による。

北海道税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２０年１１月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第１０３号

北海道税条例施行規則の一部を改正する規則
北海道税条例施行規則（昭和２９年北海道規則第９８号）の一部を次のように改正する。
第４９条の７第１項第８号中「農林漁業金融公庫法（昭和２７年法律第３５５号）第１８条第１項
の規定に基づく」を「株式会社日本政策金融公庫法（平成１９年法律第５７号）別表第１第８号
の下欄に掲げる」に改める。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。
２ 次項に定めるものを除き、この規則による改正後の北海道税条例施行規則第４９条の７第
１項第８号の規定は、平成２０年１０月１日以後の同号に規定する施設の取得に対して課すべ
き不動産取得税について適用する。
３ 株式会社日本政策金融公庫法（平成１９年法律第５７号）附則第４２条第２号の規定による廃
止前の農林漁業金融公庫法（昭和２７年法律第３５５号）第１８条第１項の規定に基づく資金の
貸付けを受けてこの規則による改正前の北海道税条例施行規則第４９条の７第１項第８号に

発行 北 海 道
編集 総務部人事局

法 制 文 書 課
電話 ０１１－２０４－５０３５
FAX ０１１－２３２－１３８５
印刷 富士プリント�

目 次 ページ

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行

北 海 道 公 報 第����号 ９平成２０年１１月１１日（火曜日）



規定する施設を取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税につい
ては、なお従前の例による。

告 示

北海道告示第７１０号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２０年１１月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 入 札 に 付 す る 事 項
� 調達をする物品等の名称及び数量
パーソナルコンピュータ １３２台

� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
� 納 入 期 日 平成２１年２月１３日
� 納 入 場 所 入札説明書による。
� 電子入札に関する事項 この入札は、原則として、入札書その他の書類の提出を電

子入札システムを利用して行うこと。ただし、電子入札シス
テムにより難い場合は、事前の申込みにより、紙の手続によ
る参加を認める。

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

� 平成１９年北海道告示第１３号又は平成２０年北海道告示第４３号に規定する物品の購入の資
格を有すること。

� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
３ 契約条項を示す場所
北海道総務部行政改革局総務業務センター

４ 入 札 執 行 の 日 時 等
� 入 札 開 始 日 時 平成２０年１２月５日（金）午前９時
� 入札書提出締切日時 平成２０年１２月９日（火）午後３時

ただし、紙により提出する場合で、持参によるときは、次
の開札場所に開札予定日時に提出すること。送付によるとき
は、郵便番号０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西７丁目北海
道総務部行政改革局総務業務センターに平成２０年１２月８日

（月）まで必着とする。
� 開 札 場 所 北海道総務部行政改革局総務業務センター
� 開 札 予 定 日 時 平成２０年１２月１０日（水）午後３時
５ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�及び�による。

６ 一連の調達契約に関する事項
� この契約による調達後において調達が予定される物品等の名称、数量及びその入札の
公告の予定時期
ア 名 称 及 び 数 量 パーソナルコンピュータの売買 １０台
イ 予 定 時 期 平成２１年１月ころ

� この契約を含む一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告
平成２０年１月１５日付け北海道告示第１７号

７ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 電子入札システム上及び北海道総務部行政改革局総務業務

センター
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入
る返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量１００グラム
に見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を
添えて、契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。
また、北海道総務部行政改革局総務業務センターのホーム
ページ（http : //www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/sgc/bpk/contents/bdt.

htm）においてダウンロードすることができる。
８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成１６年北海道告示第４４８号の２の�のア及び３の�による。

９ 入札参加申請書の提出
� 提 出 の 時 期 電子による場合は、平成２０年１１月１１日から１１月２８日までの

うち、開庁日及び土曜日（国民の祝日に関する法律（昭和２３
年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の午前８時から
午後１１時まで。ただし、平成２０年１１月１１日は午前９時から１１
月２８日は午後５時まで。
紙による持参の場合は、平成２０年１１月１１日から１１月２８日ま
でのうち、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭
和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除き、毎日の午前９
時から午後５時まで。ただし、平成２０年１１月２８日は午後３時

１０北 海 道 公 報 第����号平成２０年１１月１１日（火曜日）



まで。
紙による送付の場合は郵便番号０６０－８５８８ 札幌市中央区
北３条西７丁目北海道総務部行政改革局総務業務センターに
平成２０年１１月２７日必着とする。

� 提 出 場 所 電子入札システム上及び総務部行政改革局総務業務セン
ター

１０ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、�、	、
及び�から�までによるほか、次に
よる。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道総務部行政改革局総務業務センター
� 所 在 地 郵便番号０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西７丁目

電話番号０１１－２０４－５０７６
１１ Summary

Ａ．Nature and quantity of the products to be procured : Personal Computer 132

Ｂ．Bid tendering date and time : 3 : 00 P. M., December 10, 2008

(Mailed bids must arrive no later than December 8, 2008.)

Ｃ．Contact : General Service Administration Center, Bureau of Administrative and Financial

Reform, Department of General Affairs, Hokkaido Government Nishi 7-Chome, Kita 3-jo,

Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido 060-8588 Japan

Phone : 011-204-5076

北海道告示第７１１号

昭和５５年北海道告示第２１８６号（水防管理団体の指定）の全部を次のように改正する。
平成２０年１１月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ
指定水防管理団体
札幌市 江別市 千歳市 恵庭市 北広島市 石狩市 当別町 新篠津村 函館市 北斗
市 松前町 福島町 知内町 木古内町 七飯町 鹿部町 森町 八雲町 長万部町 江差
町 上ノ国町 厚沢部町 乙部町 奥尻町 今金町 せたな町 小市 島牧村 寿都町
黒松内町 蘭越町 ニセコ町 真狩村 喜茂別町 京極町 倶知安町 共和町 岩内町 泊
村 神恵内村 積丹町 古平町 仁木町 余市町 赤井川村 夕張市 岩見沢市 美唄市
芦別市 赤平市 三笠市 滝川市 砂川市 歌志内市 深川市 南幌町 奈井江町 上砂川
町 由仁町 長沼町 栗山町 月形町 浦臼町 新十津川町 妹背牛町 秩父別町 雨竜町
北竜町 沼田町 幌加内町 旭川市 士別市 名寄市 富良野市 鷹栖町 東神楽町 当

麻町 比布町 愛別町 上川町 東川町 美瑛町 上富良野町 中富良野町 南富良野町
占冠村 和寒町 剣淵町 下川町 美深町 音威子府村 中川町 留萌市 増毛町 小平町
苫前町 羽幌町 初山別村 遠別町 天塩町 幌延町 稚内市 猿払村 浜頓別町 中頓
別町 枝幸町 豊富町 礼文町 北見市 網走市 紋別市 美幌町 津別町 斜里町 訓子
府町 置戸町 佐呂間町 遠軽町 上湧別町 湧別町 滝上町 興部町 西興部村 雄武町
大空町 室蘭市 苫小牧市 登別市 伊達市 豊浦町 壮瞥町 白老町 厚真町 洞爺湖
町 安平町 むかわ町 日高町 平取町 新冠町 浦河町 様似町 えりも町 新ひだか町
帯広市 音更町 士幌町 上士幌町 鹿追町 新得町 清水町 芽室町 中札内村 大樹
町 広尾町 幕別町 池田町 豊頃町 本別町 足寄町 陸別町 浦幌町 釧路市 釧路町
厚岸町 浜中町 標茶町 弟子屈町 鶴居村 白糠町 根室市 別海町 中標津町 標津
町 羅臼町

北海道告示第７１２号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第９項の規定により、南幌町中樹林地区
の換地処分をした。
平成２０年１１月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第７１３号

次のとおり道営土地改良事業の工事を完了したので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５
号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。
平成２０年１１月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ
地区名 事 業 の 種 類 完了年月日
新 星 畑地帯総合整備［担い手支援型］（区画整理） 平成１８．１２．８
同 同 （暗きょ排水、土層改良） 同 １９．１０．３０
豊 丘 中山間地域総合整備（区画整理） 同 １９．１２．１０
同 同 （暗きょ排水） 同 １８．１１．２０

北海道告示第７１４号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
平成２０年１１月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林予定森林の所在場所 厚岸郡浜中町浜中東１０４・１０７（以上２筆について次の図
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に示す部分に限る。）
２ 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
３ 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道釧路支庁産
業振興部林務課及び浜中町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第７１５号

農林水産大臣から、次のように保安林を指定する予定である旨、森林法（昭和２６年法律第
２４９号）第２９条の規定による通知があった。

平成２０年１１月１１日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 保安林予定森林の所在場所 夕張郡栗山町字桜山５４１の４（国有林。次の図に示す部
分に限る。）、５０２・５１４の１・５１７の１・５１８（以上４筆に
ついて次の図に示す部分に限る。）

２ 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
３ 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課及び栗山町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第７１６号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定による保安林の指定の予定の通
知に係る次の者の所在が不分明なので、同法第１８９条の規定により、その通知の内容を函館
市役所の掲示場に掲示した。その要旨は、平成２０年北海道告示第６７２号のとおりである。

平成２０年１１月１１日
北海道知事 高 橋 はるみ

所在が不分明な者
函館市御崎町１９７所在の森林について抵当権を有する 阿 部 寅四郎

北海道告示第７１７号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条の規定による保
安林の指定施業要件の変更の予定の通知に係る次の者の所在が不分明なので、同法第１８９条
の規定により、その通知の内容を名寄市役所の掲示場に掲示した。その要旨は、平成２０年北
海道告示第６６７号のとおりである。
平成２０年１１月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ
所在が不分明な者
名寄市風連町字池の上１７２、１７３所在の森林について所有権を有する 佐 藤 俊 男
名寄市風連町字池の上２２３の１、２２３の３所在の森林について所有権を有する

村 瀬 一 英
名寄市風連町字池の上２２４の１所在の森林について所有権を有する 渡 辺 敏 雄
名寄市風連町字池の上２３４の１、２３４の３、２３５の１所在の森林について所有権を有する

大久保 征 夫
名寄市風連町字池の上２３６の１、２３６の３、２３６の４所在の森林について所有権を有する

古 内 伸 一

北海道告示第７１８号

建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項の規定により、次のとおり許可を取り消
した。
平成２０年１１月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 処 分 を し た 年 月 日 平成２０年１０月１０日
２ 処 分 を 受 け た 者
� 商号及び代表者の氏名 有限会社丸尾工務店 丸尾 隆宏
� 主たる営業所の所在地 北見市緑ヶ丘６丁目４番５号
� 建設業の許可の番号 （般－１８）網第２５１５号
３ 処 分 の 内 容 許可の取消し
４ 処分の原因となった事実 上記の者が建設業法第２９条第１項第２号に該当した。
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北海道告示第７１９号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７
号）第６条第１項及び第８条第１項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災
害特別警戒区域として指定する。
平成２０年１１月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号

小朝里川温泉１丁目３（�－１－２３６－７７３）
� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
小市朝里川温泉１丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

２� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
小朝里川温泉１丁目４（�－１－２３７－７７４）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
小市朝里川温泉１丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

３� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
小朝里川温泉２丁目３（�－１－２４０－７７７）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
小市朝里川温泉２丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

４� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
小朝里川温泉２丁目４（�－１－２４１－７７８）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
小市朝里川温泉２丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊
� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

５� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
小朝里川温泉１丁目５（�－１－２４３－７８０）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
小市朝里川温泉１丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

６� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
朝里温泉スキー場沢川（�－１１－０２３０）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
小市朝里川温泉（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

（「次の図」は省略し、その図面を北海道小土木現業所及び小市役所に備え置いて縦
覧に供する。）

道 監 査 委 員 公 表

監査公表第１１号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３７第１項の規定により包括外部監査人が
行った平成１７年度の包括外部監査の結果に基づき、同法第２５２条の３８第６項の規定により平
成２０年１０月２４日付けで知事から措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。
（「次のとおり」は省略し、その関係書類は、北海道監査委員事務局総括監査課に備え置
いて一般の縦覧に供する。）
平成２０年１１月１１日

北海道監査委員 段 坂 繁 美
北海道監査委員 工 藤 敏 郎
北海道監査委員 見 野 全
北海道監査委員 坂 本 人 士
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監査公表第１２号

平成２０年９月９日公表の監査結果に係る勧告について、地方自治法（昭和２２年法律第６７
号）第２４２条第９項の規定により、北海道公安委員会委員長から次のとおり措置の通知が
あったので、同項の規定によりこれを公表する。
（「次のとおり」は省略し、その関係書類は、北海道監査委員事務局総括監査課に備え置
いて一般の縦覧に供する。）
平成２０年１１月１１日

北海道監査委員 段 坂 繁 美
北海道監査委員 工 藤 敏 郎
北海道監査委員 見 野 全
北海道監査委員 坂 本 人 士

道警察北見方面本部告示

北海道警察北見方面本部告示第５４号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２０年１１月１１日

北海道警察北見方面本部長 熊 谷 一 郎
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
北見交通管制センター上位系中央装置 一式（１月当たりの単価）

２ 落札を決定した日
平成２０年１０月２７日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 三菱ＵＦＪリース株式会社
� 住 所 東京都千代田区丸の内１丁目５番１号
４ 落札金額
２，２１６，５５０円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２０年９月１６日付け北海道警察北見方面本部告示第３６号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道警察北見方面本部会計課
� 所在地 郵便番号０９０－８５１１ 北見市青葉町６番１号

電話番号０１５７－２４－０１１０ 内線２２３２
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